
資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法第3章

資金管理システム
ログイン

メニュー選択

メニューごとの操作
（リサイクル料金の照会など）

電子マニフェスト
システムログイン

メニューごとの操作
（預託確認・引取報告）

引取報告

資金管理システムログイン

メニュー選択

メニューごとの操作

１.  資金管理システムおよび使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの概要

第３章では、まず資金管理システムおよび使用済
自動車引取時の電子マニフェストシステムの
操作に共通な
と について説明し、
その後 をメニューの
順に追って説明します。
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引取業者がリサイクル料金の紹介や預託申請をする
場合、あるいは使用済自動車の引取報告を行う場合、
最初に「資金管理システムログイン」を行い、操作
するメニューを選択します。

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3
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２.  資金管理システムログイン（接続）

２.  資金管理システムログイン（接続）

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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２.１ 資金管理システムのログイン画面を開く
＜ステップ1～３＞

まず、自動車リサイクルシステムホームページ
(http://www.jars.gr.jp)を開き、次に以下の手順に
従って資金管理システムのログイン画面を開きます。

ステップ1

「事業者の方」をクリックします。1

〈JARSホームページ〉

ステップ2

以下の画面が表示されますので、 「01 引取業者」
をクリックします。

2

1

２

こちらからも
入れます

トップページには、常に皆様への重要なご
案内を掲載しておりますので、日頃からご
確認されますようお願いいたします。

http://www.jars.gr.jp/
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18 第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
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3

ステップ3

以下の画面が表示されますので、 「資金管理シス
テム」をクリックします。

3

3



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章
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２.  資金管理システムログイン（接続）

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

こちらのページにも引取業者の皆様への重要なご
案内等を掲載しておりますので、日頃からご確認
されますようお願いいたします。



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

ログイン画面が開いたら、 事業所コードと
パスワードを入力します。

入 力 後 、 ボ タ ン を ク リ ッ ク
すると、資金管理システムへのログインが完了し、
続いてメニュー画面が表示されます。

２.２ 資金管理システムログイン ＜ステップ1＞

自動車リサイクルシステムへの事業者登録が完了した
後に送付される「システム登録完了通知書」に記載
されている事業所コードとパスワードを入力し、資金
管理システムにログイン（接続）します。

ステップ1

1
2

3

パスワードを入力する場合、機密保持のため、入力
文字が「●●●」または「＊＊＊」で表示されます。

複数のパソコンで同時に、同じ事業所コードと
パスワードでログインすることが可能です。

複数のパソコンで同時に作業する場合

20

1 2

3

半角
1

※ここでは引取業者の預託申請・預託確認用事業所コード
（下２ケタが“09”のコード）とパスワードを入力
します。

２.  資金管理システムログイン（接続）

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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ログイン
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２.３ 引取業者用事業所コードとパスワードについて

変更方法については186ページをご覧ください
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事業所コードおよび初期パスワードは、自動車リサイ
クルシステムに登録が完了した際に送付される「シス
テム登録完了通知書」にそれぞれ明記されています。
預託申請・預託確認に使う事業所コードと移動報告用
の事業所コードは異なりますので、正しく使い分けて
ください。

引取工程、フロン類回収工程、解体工程、破砕工程の
複数の工程を兼業する場合、各工程ごとに事業所
コードは異なります。システム登録完了通知書を受け
取ったら、機密保持のためにもパスワードの変更を
お勧めします。

【 システム登録完了通知書（預託申請・預託確認）】

２.  資金管理システムログイン（接続）

下２桁が“09”

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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２.４ 資金管理システムのログアウト（接続終了）

資金管理システムの利用を終了する場合は、ログアウ
ト（接続終了）してください。

詳細については184ページをご覧ください
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【 システム登録完了通知書（移動報告）】

２.  資金管理システムログイン（接続）

下２桁が“02”

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3
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資金管理システムにログインすると、引取業者が
実施する作業のメニューが表示されます。

３.  メニュー選択（資金管理システム）

（Ⅰ）メニュー選択画面

３.  メニュー選択（資金管理システム）
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料金照会 引取車両検索1 2

自動車所有者からリサイクル料金の確認を求めら
れた時や、使用済自動車の引取りを求められた時、
中古車の下取・買取等の商談時にリサイクル料金
の照会を行うメニューです。

使用済自動車を特定し、リサイクル料金の預託確
認を行うメニューです。
リサイクル料金の預託が必要な場合は、預託申請
を行い、リサイクル料金の預託が必要ない場合は、
続けて引取報告を行います。
＜預託確認の結果＞
未預託の場合
預託済の場合

25ページ以降をご覧ください

34ページ以降をご覧ください

47ページ以降をご覧ください

1
2

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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３.  メニュー選択（資金管理システム）

引取車両情報一覧3

48ページ以降をご覧ください

支局名の登録5

73ページ以降をご覧ください

既に一度「１.２引取車両検索」にて使用済自動
車を特定し、その情報を保存していた車両につい
て作業を再開するためのメニューです。リサイク
ル料金が預託済であることが確認でき次第、続け
て引取報告を行います。

車両検索の画面の「登録番号/車両番号」の入力
時に使用する「よく使う支局名」の新規登録、
変更を行うメニューです。

引取車両検索一覧4

64ページ以降をご覧ください

3
4

5

「料金照会」メニューおよび「引取車両検索」
メニューで行う作業を、１画面で行うことが
できるメニュー です。
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料金通知書
の印刷

車台番号と登録番号/車両番号を入力することにより、
リサイクル料金の金額や預託状況を確認することが
できます。

自動車所有者からリサイクル料金の確認を求められた
時や使用済自動車の引取りを求められている時、ある
いは中古車の下取・買取等の商談時などにリサイクル
料金の照会を行います。

リサイクル料金照会の画面操作の流れを右図に
示します。

26ページ以降で車両検索、料金照会結果について
詳細な操作方法を説明します。

４. 料金照会

資金管理システム
ログイン

メニューの選択

車両検索

1.1 料金照会

料金照会結果

未預託の場合
28ページ参照

預託済みの場合
30ページ参照

検索できなかった場合
33ページ参照

26ページ参照

車検証等を参照しながら、車台番号と登録番号／
車両番号を入力してリサイクル料金を照会
します。

25

４.  料金照会

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3
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４.１ 車両検索

メニュー選択画面（ 23 ページ）において、
1.1「料金照会」をクリックすると、料金照会を行う
車両を検索する画面が表示されます。

（Ⅰ）画面

４.  料金照会

26

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

ステップ2ステップ1

のいずれかを選択します。3 登録自動車 軽自動車

ステップ4ステップ3

登録番号／車両番号を入力します。
支局名を入力します。
よく使う支局名を５つまで事前に登録することができ
ます。登録した支局名を表示する場合は、プルダウン
から該当するものを選択します。それ以外の場合は、
全角文字で入力してください。

ボタンをクリックします。4 5 検索

未預託の場合は28・29ページ、
預託済の場合は30・31ページをご覧ください

１

4

5
6

2

6 単一情報検索

車両検索（車台番号のみの単一情報検索）へ

なお、登録番号／車両番号が存在しない場合に限り、
ボタンをクリックし、車台番号

のみで車両検索を行います。

分類番号と一連指定番号は半角数字で入力します。
かな文字は、全角で入力してください。

登録の方法は73ページをご覧ください

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

3

2

車台番号を入力します。通常の車台番号の場合は、
を選択し、下４桁を半角英数字

で入力します。
職権打刻番号の場合は、 を選択

し、全桁を入力します。漢字部分（支局等の符号）は、
プルダウン式となっているので該当するものを選択
します。

１
車台番号の下4桁

職権打刻の全桁
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登録番号/車両番号が不明な場合は、車台番号のみで
リサイクル料金の照会が可能です。この場合、車台番
号の全桁を2度入力することが必要です。
最初に右記の注意事項が表示されますので、内容を
確認し、同意されましたら「同意します」ボタンを
クリックしてください。

４.２ 車両検索（車台番号のみの単一情報検索）

４.  料金照会

27

（Ⅰ）画面

2

ステップ2ステップ1

「車台番号の全桁」を入力します。 ボタンをクリックします。通常の車両検索
画面に戻る場合は、 ボタンをクリックします。

１
3

次へ
戻る

6

ステップ4ステップ3

車台番号を入力する画面が再度表示されますので、
もう一度 「車台番号の全桁」を入力します。

ボタンをクリックします。

ボタンをクリックすると、前の画面に戻り
ます。

4
5 検索

戻る
料金照会結果へ

• 車台番号は「－」（ハイフン）を含む全桁を
正しく入力してください。

• 職権打刻番号だけでの単一情報検索による
料金照会はできません。

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

再入力

3

2

1

5

4

6

半角
1

半角
1

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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４.３ 料金照会結果（未預託）

料金照会した車両がリサイクル料金未預託だった場合、
以下の画面が表示されます。

（Ⅰ）画面

ポイント

• リ サ イ ク ル 料 金 が 未 預 託 の 場 合 、
「預託状況」欄に「未預託」と表示され、
「標準装備料金」欄に預託が必要な金額が
表示されます。

• 上記のような未預託の自動車であっても
中古車として売買する場合であれば、
リサイクル料金の授受は不要です。

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1＞

ステップ1

必要に応じて料金通知書を印刷して最終所有者、
あるいは中古車商談時のお客様等に渡してください。

ボタンをクリックすると料金通知書
として印刷するイメージデータ（PDFファイル）が
表示されます。

車両情報に誤りがありましたら、 ボタンを
クリックし前画面に戻り、あらためて車両検索を
行います。

1 料金通知書

2 戻る

料金通知書の印刷は32ページをご覧ください

４.  料金照会

28

2 1

「未預託」と
表示されます

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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４.４ 料金照会結果（未預託・後付け装備あり）

料金照会した車両がリサイクル料金未預託で、さらに
フロン類（エアコン）等が後付けで装備された可能性
がある場合は、以下の画面が表示されます。

（Ⅰ）画面

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1＞

ステップ1

必要に応じて料金通知書を印刷して最終所有者、
あるいは中古車商談時のお客様等に渡してください。

ボタンをクリックすると料金通知書
として印刷するイメージデータ（PDFファイル）
が表示されます。

車両情報に誤りがありましたら、 ボタンを
クリックし前画面に戻り、あらためて車両検索を行い
ます。

1 料金通知書

2 戻る

ポイント

• リサイクル料金が全て未預託であって、さら
にメーカー出荷後にエアコン等が後付けされ
た可能性がある車両は、「追加装備料金」欄
に後付け装備分のリサイクル料金が表示され
ます。（上記画面は、フロン類（エアコン）
の後付け装備の可能性があります）

• 「追加装備料金」欄に表示されている
リサイクル料金は、使用済自動車を引き取る
際に実際に後付け装備の存在が確認された
場合、最終所有者に標準装備料金と追加装備
料金を合わせた金額をお支払いいただきます。

• 上記のような未預託の自動車であっても中古
車として売買する場合であれば、リサイクル
料金の授受は不要です。

４.  料金照会

29

2 1

「未預託」と
表示されます

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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料金通知書の印刷は32ページをご覧ください
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料金照会した車両がリサイクル料金預託済だった場合、
以下の画面が表示されます。

４.５ 料金照会結果（預託済み）

（Ⅰ）画面

ポイント

• リ サ イ ク ル 料 金 預 託 済 み の 場 合 、
「預託状況」欄に「預託済」と表示され
「預託済金額」欄に預託済みの金額が表示
されます。

• 上記のような預託済の自動車を中古車として
売買する場合、車両価値金額に加えて預託
金額として表示されている金額の合計額の
授受が必要です。

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1＞

ステップ1

必要に応じて料金通知書を印刷して最終所有者、
あるいは中古車商談時のお客様等に渡してください。

ボタンをクリックすると料金通知書
として印刷するイメージデータ（PDFファイル）が
表示されます。

車両情報に誤りがありましたら、 ボタンを
クリックし前画面に戻り、あらためて車両検索を
行います。

1 料金通知書

2 戻る

４.  料金照会

30

2 1

「預託済」と
表示されます

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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料金照会した車両がリサイクル料金預託済であるもの
の、フロン類（エアコン）等が後付けで装備された
可能性がある場合は、以下の画面が表示されます。

４.６ 料金照会結果（預託済み・後付け装備あり）

（Ⅰ）画面

ポイント

• リサイクル料金は「預託済」と表示されてい
ますが、メーカー出荷後にエアコン等が後付
けされた可能性がある場合、「追加装備
料金」欄に後付け装備分のリサイクル料金が
表示されます（上記画面は、フロン類（エア
コン）の後付け装備の可能性があります）。

• 「追加装備料金」欄に表示されているリサイ
クル料金は、使用済自動車を引き取る際に
実際に後付け装備の存在が確認された場合、
最終所有者にお支払いいただきます。その
場合、追加装備料金に加えて資金管理料も
お支払いいただきます。

• 上記のような、預託済であって後付け装備の
可能性がある自動車を中古車として売買する
場合、車両価値金額に加えて「預託済金額」
として表示されている金額の合計額の授受が
必要です。追加装備料金として表示されて
いる金額の授受は不要です。

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1＞

ステップ1

必要に応じて料金通知書を印刷して最終所有者、
あるいは中古車商談時のお客様等に渡してください。

ボタンをクリックすると料金通知書
として印刷するイメージデータ（PDFファイル）
が表示されます。

車両情報に誤りがありましたら、 ボタンを
クリックし前画面に戻り、あらためて車両検索を
行います。

1 料金通知書

2 戻る

４.  料金照会

31

2 1

「預託済」と
表示されます

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

料金通知書の印刷は32ページをご覧ください



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

＜リサイクル料金通知書の印刷＞

料金通知書（PDFファイル）が表示されますので、
必要に応じて印刷します。

（Ⅰ）画面

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1＞

ステップ1

プリンターにA4サイズのコピー用紙をセットし、
ボタンをクリックします。

料金通知書を表示するには、アドビ社のAdobe
Readerが必要です。

1 印刷

1

４.  料金照会

32

Adobe Readerは、アドビ社のホームページ
(http://www.adobe.com/jp)よりダウンロード
(無料) してご利用ください。

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

http://www.adobe.com/jp


第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

検索した車両のリサイクル料金情報がない旨を表示
します。

４.７ 料金照会結果（検索できなかった場合）

（Ⅰ）画面

【車両検索より】

【単ー情報検索より】

４.  料金照会

33

ここに表記されます

ここに表記されます

検索した車両の料金情報がない場合、お手数ですが

へご連絡願います。自動車リサイクルコンタクトセンター

TEL. 050-3786-7755

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
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お



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

使用済自動車として持ち込まれたものを預託確認から
引取報告まで行う場合

５.１ リサイクル料金未預託の場合

引取証明書
の発行

預託状況の表示
（未預託） 預託申請

預託申請の完了

引取車両の検索実車装備情報
の入力

預託状況の表示
（未預託）

メニューの選択

1.2 引取車両検索

預託状況の表示
（預託済み）

装備確認1

実車を見て、フロン類（エアコン）・
エアバッグ類の装備の有無を確認します。

預託確認2

• 車検証等を参照しながら、車台番号等
を入力して引き取る車両を検索します。

• で装備確認した装備状況を入力し、
預託状況を確認します。
1

3 預託申請

4 リサイクル料金の収納

リサイクル料金を金融機関口座引落を
利用して預託する旨を申請します。

リサイクル料金については、後日金融
機関口座から引き落とされます。

資金管理システム
ログイン

口座引落収納

次ページへ次ページへ

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

使用済自動車を引き取る際は、リサイクル料金が
未預託か預託済みかで実務の流れが大きく異なります。

34 第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

42ページ
参照

36ページ
参照

43ページ
参照

41ページ
参照

42ページ
参照

45ページ
参照

44ページ
参照
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引取証明書
の発行

• 「引取証明書」は、「預託状況の表示」画面で印刷
してください。

• 「引取証明書」は、電子マニフェストシステムによる
「引取報告」を行った後に、所有者に渡してください。

電子マニフェスト
システムログイン

引取報告

引取報告の完了

引取報告5

フロン類の種別（フロン類装備ありの
場合）、最終所有者名を入力し、引取
報告を実施します。

引取証明書の交付6

〈リサイクル券がある場合〉
リサイクル券の［Ｂ券］に必要事項を記
入し、切り離して最終所有者に渡します。

〈リサイクル券がない場合〉
預託状況表示（預託済）の画面上で引取
証明書の様式を印刷する機能があります
ので、これを印刷のうえ必要事項を記入
し、最終所有者に渡します。

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

「引取証明書」に関する留意点

35 第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

56ページ参照

58ページ参照

62ページ参照



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

（１）引取車両の検索

（Ⅰ）画面

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

36

車台番号の または
のどちらを入力するか選択

します。

「登録番号／車両番号」または
「リサイクル券番号」のいずれで検索するか選択

します。

を選択した場合、
車台番号の全桁または下４桁を入力します。

を選択した場合、
職権打刻番号の全桁を入力します。
漢字部分（支局等の符号）は、プルダウン式となって
いるので、該当するものを選択します。

ステップ3

３
4

ステップ1

職権打刻の全桁2

ステップ２

職権打刻の全桁2

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～５＞

1

2

3

4

5 6

半角
1

半角
1

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

メニュー選択画面（23ページ）において1.2「引取車
両検索」をクリックすると、引取車両を検索する画面
が表示されます。

1 車台番号の全桁または下4桁 1 車台番号の全桁または下4桁
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を選択し た
場合

すべての項目入力後、 ボタンをクリック
します。
登録番号/車両番号およびリサイクル券番号が不明な
場合、 ボタンをクリックし、車台
番号のみで引取車両検索を行います。

• 車両区分 または を選択
します。

• 自動車検査証等やナンバープレートを確認し、登録
番号/車両番号を入力します。

• 「支局名」は「よく使う支局名」の「 ボタン」
をクリックしてリストから選択するか、直接支局名
を入力します。

• 「分類番号」、「かな」、及び「一連指定番号」を
入力します。

を選択した場合登録番号で検索する場合３

軽自動車登録自動車

全角
１

リサイクル券番号で検索する場合4

ステップ4 ステップ5

実車装備情報の入力へ

車台番号のみの単一情報検索は38ページをご覧ください

• リサイクル券番号の全桁を入力します。

5 検索

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

37

半角
1

3

4

5 6

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

6 単一情報検索

半角
1

全角
１



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

（２）引取車両の検索（車台番号のみの単一情報検索）

登録番号/車両番号およびリサイクル券番号の双方が
不明な車両は、車台番号または職権打刻番号のみで
引取車両の検索を行います。この場合、車台番号
または職権打刻番号の全桁を2度入力する必要が
あります。最初に右記の注意事項が表示されますので、
内容を確認し、同意されましたら「同意します」
ボタンをクリックしてください。

（Ⅰ）画面

【車台番号の場合】

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

38

再入力

１
2

3

4

5

6

【職権打刻番号の場合】

4

5

6

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～5＞

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

39

１

2

3

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
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または
のいずれかを選択し、車台番号の全桁または職権打刻
を全桁入力します。

ボタンをクリックします。職権打刻の全桁2

ステップ1

1 車台番号の全桁

ステップ２

３ 次へ

半角
1



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

ボタンをクリックします。

「車台番号の全桁」または 「職権打刻の全桁」
を再度入力します。

ステップ3

44 登録番号／車両番号およびリサイクル券番号が不明で
ある理由を、 「事由」欄から選択（記述）します。５

ステップ4

ステップ5

実車装備情報の入力へ

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

車台番号は「－」（ハイフン）を含む全桁を入力
します。

40

半角
1

【車台番号の場合】

4

5

6

【職権打刻番号の場合】

4

5

6

6 検索

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

預託状況の表示へ
未預託の場合はP41、預託済みの場合はP44参照

（３）実車装備情報の入力

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～２＞

2 確定

ステップ2ステップ1

フロン類（エアコン）とエアバッグ類装備の
有無を選択します。

ボタンをクリックします。1

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

41 第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

実車で確認したフロン類（エアコン）とエアバッグ類
の有無を入力します。

• 必ず実車確認を行って入力してください。
• 自動車メーカー・輸入業者の標準装備情報で、
エアバッグ類「有」とされている車両に
ついて、エアバッグ類装備を「無」と選択
した場合は、念のため右のような警告
メッセージが表示されます。

確認ポイント

（Ⅰ）画面

1

2

車両情報が正しいことを
確認します

商用車の場合は、架装物
区分を確認します



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

（４）預託状況の表示（未預託）

（Ⅰ）画面

検索した車両のリサイクル料金の預託状況（未預託）
が表示されます。

• 「３. 料金情報」欄で、リサイクル料金の預託
が必要な車両であるかまたは預託が不要で
あるかの確認と、預託が必要な場合の金額を
確認します。

確認ポイント

（Ⅱ）操作説明

預託必要金額を確認し、 ボタンを
クリックします。

1 預託申請画面へ ※ 一覧に追加

預託申請へ

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

42

• リサイクル料金が未預託または後付け装備等
で預託が必要な場合は引取報告ができません
ので、引取報告前に預託をしてください。

※

1

預託必要金額を確認します

※ ただちに預託申請を行わない場合は
ボタンをクリックして、検索した車両情報を保存します。
車両情報を保存した後、改めて作業を再開する場合は、
「５.３ 預託確認の途中で車両情報を保存した後、作業
を再開する場合」を参照してください。

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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48ページをご覧ください



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

（５）預託申請

（Ⅰ）画面

金融機関口座引落しによるリサイクル料金の預託申請
を行います。

確認ポイント

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

43

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～２＞

ステップ1

画面の内容を確認し、 ボタンをクリック
します。

1 申請

1 申請

ステップ2

ボタンをクリックすると、

というメッセージが表示されますので、よろしければ
を選択します。 預託申請の完了へOK

1

預託申請を行うとただちに「預託済」となり、
その後預託申請の取消しはできませんので、車両
情報・料金情報等を十分に確認のうえ、
預託申請を行ってください。

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

（６）預託申請の完了

（Ⅰ）画面

預託申請が完了したことを表示します。

確認ポイント

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

ステップ2ステップ1

引き続き引取報告を行う場合は、 ボタ
ンをクリックします。

続けて別の引取車両について検索する場合は、
ボタンをクリックします。

1 預託確認

2 引取車両検索へ

3 引取車両一覧へ

ステップ3

続けて引取車両情報一覧に保存されている別の引取
車両について預託申請・預託確認を行う場合は、

ボタンをクリックします。

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

44

1

口座引落し予定日が表示されます

2 3

口座振替予定日が表示されますので、振替
前日までに口座残高の確認をしてください。

※引取車両情報一覧以降の操作方法は、「５.３ 預託確認
の途中で車両情報を保存した後、作業を再開する場合」
を参照してください。

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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48ページをご覧ください



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

（７）預託状況の表示（預託済み）

リサイクル料金預託済みであり預託確認完了画面と
なり、引き続き引取報告が可能な状態です。

（Ⅰ）画面

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

45

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

ステップ2ステップ1

最終所有者に対し引取証明書を交付する場合、
ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と 、

引取証明書（PDFファイル）が表示されます。

引取証明書を表示するには、アドビ社のAdobe
Readerが必要です。

続けて引取報告を行う場合、 ボタンを
クリックし、電子マニフェストシステムへ移り
引取報告を行います。

1 引取証明書等
2 引取報告へ

引取証明書の発行へ

1 2※

Adobe Readerは、アドビ社のホームページ
(http://www.adobe.com/jp)よりダウンロード
(無料) してご利用ください。

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

ステップ3

ボタンをクリックすると、

というメッセージが表示されますので、よろしければ
を選択してください。

2 引取報告へ

※ 一覧に追加

※ 一覧に追加

ボタンをクリックし、引取車両
情報を保存します。
（すでに引取車両情報一覧に保存されている場合
は、 ボタンは表示されません。）

すぐに引取報告を行わない場合

OK

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

電子マニフェストシステムへのログインへ

46

• 使用済自動車を引き取った場合、最終
所有者に対し、1台ごとに引取証明書を交付
しなければなりません。

• 最終所有者がリサイクル券を所持していない
場合は、「引取証明書」を印刷してください。

• 預託申請が完了すると、リサイクル料金
預託済みとなり、続けて引取報告を行う
ことが可能です。

確認ポイント

1 2※

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

引取証明書
の発行

資金管理システム
ログイン

メニューの選択

電子マニフェスト
システムログイン

引取報告

引取報告の完了

引取車両の検索

実車装備情報
の入力

預託状況の表示
（預託済み）

引取証明書
の交付

1.2 引取車両検索

装備確認1

実車を見て、フロン類（エアコン）・
エアバッグ類の装備の有無を確認します。

預託確認2

• 車検証等を参照しながら、車台番号等
を入力して引き取る車両を検索します。

• で装備確認した装備状況を入力し、
預託状況を確認します。
1

引取報告3

フロン類の種別（フロン類装備ありの場
合）、最終所有者名を入力し、引取報告
を実施します。

引取証明書の交付4

〈リサイクル券がある場合〉
リサイクル券の［Ｂ券］に必要事項を記
入し、切り離して最終所有者に渡します。

〈リサイクル券がない場合〉
預託状況表示（預託済）の画面上で引取
証明書の様式を印刷する機能があります
ので、これを印刷のうえ必要事項を記入
し、最終所有者に渡します。

• 「引取証明書」は、「預託状況の表示」画面で印刷
してください。

• 「引取証明書」は、電子マニフェストシステムによる
「引取報告」を行った後に、所有者に渡してください。

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

「引取証明書」に関する留意点

47

リサイクル料金預託済みの使用済自動車を引き取る
場合、以下の流れとなります。

５.２ リサイクル料金預託済みの場合

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

36ページ
参照

41ページ
参照

45ページ
参照

56ページ
参照

58ページ
参照

62ページ
参照



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

48

• 過去に「引取車両の検索」、「実車装備情報の
入力」を行い、「預託状況の表示」において車両
情報を保存して作業を一旦中断し、その後作業を
再開する場合は、再度「引取車両の検索」を行うの
ではなく、保存した車両が「引取車両情報一覧」に
表示されますので、ここから車台を選択して作業を
再開します。

• 「預託状況の表示」において、リサイクル料金未預
託か預託済みかでその後の作業の流れは異なります。
リサイクル料金未預託の場合は、「５.１リサイク
ル料金未預託の場合」の「預託状況の表示（未預
託）」以降の作業が必要となり、リサイクル料金預
託済みの場合は「５.２リサイクル料金預託済みの
場合」の「預託状況の表示（預託済）」以降の作業
が必要となります。

• 預託確認の途中で車両情報を保存した後、作業を
再開する場合、以下の流れとなります。

• 「引取車両情報一覧」において選択した車両が
リサイクル料金未預託の場合は、「預託状況の
表示（未預託）」が表示されますが、この画面は
P.46「５.１リサイクル料金未預託の場合」にお
ける「預託状況の表示（未預託）」と同じ画面で
す。

資金管理システム
ログイン

メニューの選択

1.3 引取車両
情報一覧

預託状況の表示
（未預託）

＝

引取車両情報一覧

• 「預託状況の表示（未預託）」以降の流れは
「５.１リサイクル料金未預託の場合」の流れ

を参照してください。

リサイクル料金預託済みの場合

• 「引取車両情報一覧」において選択した車両が
リサイクル料金預託済みの場合は、「預託状況の
表示（預託済）」が表示されますが、この画面は
「５.２リサイクル料金預託済みの場合」に
おける「預託状況の表示（預託済）」と同じ画面
です。

• 「預託状況の表示（預託済）」以降の流れは
「５.２リサイクル料金預託済みの場合」の流れ

を参照してください。

リサイクル料金未預託の場合

預託状況の表示
（未預託）

同じ内容

預託状況の表示
（預託済）

＝

預託状況の表示
（預託済）

同じ内容

（（ 34ページ）

（ 47ページ）

48

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

次ページへ

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

49ページを
ご覧ください

以下、42ページを
ご覧ください

以下、52ページを
ご覧ください

５.３ 預託確認の途中で車両情報を保存した後、作業を再開する場合
（引取車両情報一覧）



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

預託申請または預託確認を行う車両の 「車台番号」
をクリックします。

（１）引取車両情報一覧

（Ⅰ）画面

（Ⅱ）操作説明

2 引取車両検索へ
1

49

「預託済」の場合はP.49実車装備情報の確認へ

「未預託」または「一部預託」の場合はP.41預託状況
の確認（未預託）へ

1

2

確認ポイント

• 「預託状況」欄が「預託済」の車両は、預託
確認を行い、引取報告が可能です。

• 「預託状況」欄が「未預託」または「一部
未預託」の車両は、預託申請が必要です。

メニュー選択画面(P.23)において、1.3「引取車両情
報一覧」をクリックすると、これまで自社が預託申請
した車両、あるいは確認の途中で情報を保存した車両
の一覧が表示されます。

作業を行おうとする車両が表示されていない場合は、
ボタンをクリックして引取車両

の検索を行います。

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

（２）実車装備情報の確認

フロン類・エアバッグ類の装備情報が表示されます。

（Ⅰ）画面

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

１ 確定

ステップ1

車両実車装備情報が正しければ、 ボタンを
クリックします。

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

50

12

2 装備変更

ステップ2

車両実車装備情報が違っていた場合、
のボタンをクリックし、装備情報を変更します。

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

P.5２預託状況の表示へ



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

ボタンをクリックします。3 4 確定

• 必ず実車にて装備の確認を行ってから入力し
てください。

• 自動車メーカー・輸入業者の標準装備情報で、
エアバッグ類「有」とされている車両に
ついて、エアバッグ類の装備を「無」と選択
した場合は、念のため右のような警告画面
（ダイアログ）が表示されます。

確認ポイント

ステップ3 ステップ４

フロン類（エアコン）とエアバッグ類の有無を
選択します。

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

51

3

4

車両実車装備情報の再入力

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

P.5２預託状況の表示へ
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（３）預託状況の表示（預託済み）

リサイクル料金が預託済みで、さらに預託確認が完了
した際にこの画面が表示されます。引き続き引取報告
が可能です。

（Ⅰ）画面

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

52

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

ステップ2ステップ1

最終所有者に対し引取証明書を交付する場合、
ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と 、

引取証明書（PDFファイル）が表示されます。

引取証明書を表示するには、アドビ社のAdobe
Readerが必要です。

続けて引取報告を行う場合、 ボタンを
クリックし、電子マニフェストシステムへ移り
引取報告を行います。

1 引取証明書等
2 引取報告へ

引取証明書の発行へ

1 2※

Adobe Readerは、アドビ社のホームページ
(http://www.adobe.com/jp)よりダウンロード
(無料) してご利用ください。

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

http://www.adobe.com/jp
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ステップ3

ボタンをクリックすると、

というメッセージが表示されますので、よろしければ
を選択してください。

2 引取報告へ

※ 一覧に追加

※ 一覧に追加

ボタンをクリックし、引取車両
情報を保存します。
（すでに引取車両情報一覧に保存されている場合
は、 ボタンは表示されません。）

すぐに引取報告を行わない場合

OK

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

電子マニフェストシステムへのログインへ

53

• 使用済自動車を引き取った場合、最終
所有者に対し、1台ごとに引取証明書を交付
しなければなりません。

• 最終所有者がリサイクル券を所持していない
場合は、「引取証明書」を印刷してください。

• 使用済自動車を引き取った場合、引取り後
すみやかに引取報告しなければなりません。

確認ポイント

1 2※

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

預託状況表示（KNFS0051）画面で、
ボタンをクリックすると、引取証明書（PDFファイ
ル）が表示されます。

（Ⅰ）画面

＜引取証明書の発行＞

引取証明書等

１

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

54

プリンターにA4サイズのコピー用紙をセットし、
ボタンをクリックします。

（印刷が終了すると前画面に戻りますので、引き続き
引取報告を行います。）

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1＞

１ 印刷

ステップ1

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

（Ⅲ）その他

※車両とリサイクル券や引取証明書を取り違えて渡さ
ないようご留意ください。

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

55

パソコンから出力される引取証明書には、下記の
2種類があります。

引取時預託を実施することなく使用済自動車を
引き取った場合の引取証明書には、資金管理料金の受
領書は含まれません（左下の（ア））。

引取時預託を実施した場合の引取証明書には、
資金管理料金の受領証が含まれています（右下の
（イ））。この場合は引取証明書に加えて資金管理料
金受領証も最終所有者に渡す必要があります。

パソコンから出力される引取証明書には、移動報告車
両情報も含まれるので、使用済自動車をフロン類回収
業者または解体業者に引き渡す際にリサイクル券の代
わりとしてあわせてお渡しください。

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

変更方法については186ページをご覧ください

ログイン

自社が引き取る使用済自動車を預託申請すると、
続けて使用済自動車の引取報告を行うことが可能です。

５.４ 電子マニフェストシステムログイン（接続） ＜ステップ1＞

• 「預託状況の表示（預託済み）P.44」および
「預託状況の表示（預託済み）P.51」画面におい
て ボタンをクリックすると電子
マニフェストシステムのログイン画面が表示され
ます。

引取報告へ

ステップ1

ログイン画面が開いたら、 事業所コードと
パスワードをテキストボックスに入力、入力後

ボタンをクリックします。

※ここでは引取業者（移動報告）用事業所コードと
パスワードを入力します。

パスワードを入力する場合、機密保持のため、
入力文字が「●●●」で表示されます（マイクロソフ
ト社ウインドウズXP以下では「＊＊＊」で表示され
ます）。

（Ⅰ）引取業者用事業所コードとパスワードについて

引取業者（移動報告）用事業所コード、初期
パスワードは自動車リサイクルシステムに事業者登録
した際に送付される「システム登録完了通知書」に
明記されています。

引取工程、フロン類回収工程、解体工程、破砕工程の
うち複数の工程を兼業する場合、各工程ごとに事業所
コードは異なります。
電子マニフェストシステムの機密保持のためにも
パスワードの変更をお勧めします。

1
2
3

3

• 自動車リサイクルシステムへの事業者登録が完了
した後に送付される「システム登録完了通知書」に
記載されている事業所コードとパスワードを入力し、
電子マニフェストシステムにログイン（接続）
します。

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

56

半角
1

メニュー選択ページへ

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

1
2



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

57

【 システム登録完了通知書（移動報告）】

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3



第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

123456780102  〇△□自動車

情報管理センターへの「引取報告」を行います。

（Ⅰ）画面

５.５ 引取報告

電子マニフェストシステムへのログインが完了すると、
「情報管理センターへの報告（JPRS1100）」画面
が表示されます。

操作ポイント

1

フロン類種別（フロン類装備がある場合のみ）と、
最終所有者の確認。

• フロン類装備が「有」の場合は、フロン類
種別を必ず選択してください。

• 最終所有者名は必ず入力してください。

確認ポイント

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

58

2

3

※1 ※2

※3

※4

※5

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法
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第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

123456780102  〇△□自動車

⇒ 「郵便番号」欄に郵便番号を入力し、
ボタンをクリックすると、

郵 便 番 号 に 該 当 す る 市 町 村 名 ま で を
「住所」欄に表示します。

表示された後に最終所有者の住所を続けて
入力してください。

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～４＞

ステップ2ステップ1

1「３.実車装備情報」の 「フロン類種別※」欄に、
引き取った使用済自動車のフロン類種別を入力します。
該当するフロン類種別をクリックしてください。

2「４.最終所有者情報」の 「最終所有者名」欄に
最終所有者名を正確に入力してください。
（入力必須）

※最終所有者情報は、引取業者が引取報告を行った後、
引渡報告を行うまでの間、修正することが可能です。
最終所有者情報を修正する場合は、

※「 ３.１ 」より修正してください。

※実車装備の入力を行う「引取車両の実車装備情報入力
（KNFS0030）」画面の「２.車両実車装備情報」で、
フロン類を「無」とした場合は、フロン類種別の入力
が不要なため「フロン類種別」の入力枠がグレーに
表示されクリックできません。

郵便番号 、住所 、
電話番号 は必要に応じて入力して
ください。

全角80字まで

半角英数７字 全角90字

半角数字13字

※1
住所呼出※2

※3

59

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

1

2

※1 ※2
※3

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

詳しくは131ページ参照

の最終所有者名欄には、当該使用済自動車の
引取を依頼した方の氏名または名称を入力してく
ださい。

2

車台閲覧
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ステップ3

入力した内容に間違いがなければ、
ボタンをクリックします。 ボタ
ンをクリックすると、

というメッセージが表示されますので、間違いがなけ
れば を、再確認する場合は を
選択してください。

3 センターへ報告

3 センターへ報告

OK キャンセル

ステップ4

を選択すると使用済自動車の引取報告が完了
し、「遷移先選択（JPRS1101）」画面が表示され
ます。 OK

OK 入力不備のまま最後まで操作を進めた場合、
警告画面（ダイアログ）と共に入力不備部が

色で表示されます。 をクリック
したうえで、必要事項を正しく入力してください。

60

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

3

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3
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「５.備考情報」はメモ機能です。

（Ⅲ）その他

センターへ報告
【備考情報について】

「備考(当該工程用) 」は、注文書ナンバー等、
後の確認に便利な情報を入力し、保存でき
ます。

「次工程(次業者)への申し送り事項」は、
次工程業者に対する注意、要望等の情報を
移動報告と共に送ることができます。

全角／半角200字

全角／半角200字

※4

※5

ボタンをクリックせずに操作の
途中で ボタンをクリックした場合は、
入力内容は保存されません。

戻る

61

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

※4

※5

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3
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引取報告が完了した後に、この画面で次に行う作業を
選択します。
選択するボタンにより、次に表示される画面が異なり
ますので注意してください。

（Ⅰ）画面

５.６ 引取報告の完了

操作ポイント

引取報告を続ける

引取工程メニューへ

「遷移先選択（JPRS1101）」画面が表示されます。

1）連続して他の使用済自動車の「預託確認・
引取報告」を続けて行う
⇒

2）「引取報告」を行った使用済自動車の「引渡
報告」など、電子マニフェストシステムで
引取報告以外を行う
⇒

3）作業を終了する
⇒

• 最後に行った「引取報告」の完了から、次の
「引取報告」が完了するまでに一定の時間
経過した場合は、自動的にログアウトします。

• ログアウトした後に再度「預託確認・引取
報告」を行う場合は、最初から（資金管理
システムへのログインから）操作をスタート
してください。

1 2

3

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

62

操作ポイント

• ログアウトせずに連続して他の使用済自動車
の「預託確認・引取報告」を行う場合、
資金管理システムログイン画面、電子
マニフェストシステム ログイン画面での
再度の事業所コード・パスワードの入力は
必要ありません。

• ログアウトせずに電子マニフェストシステム
で引取工程での引渡報告などの作業を行う
場合、電子マニフェストシステムへの再度の
ログインは不要になります。

ログアウト

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3
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ログアウト

ボタンを選択します。ボタンを選択します。
⇒ ボタンをクリックすると、

資金管理システムの「引取時メニュー
（KNDS0010）」画面に戻りますので、
そこから他の使用済自動車に関する作業
を行ってください。

1 ） 連 続 し て 他 の 使 用 済 自 動 車 の 「 預 託 確 認 ・
引取報告」を行う場合

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～３＞

1 引取報告を続ける

引取報告を続ける
2 引取工程メニューへ

2）引渡報告など、電子マニフェストシステムで
引取報告以外を行う場合

「引取時メニュー」については23ページをご覧ください

3 ボタンをクリックすると、

20ページ以降をご覧ください

というメッセージが表示されますので、よろしければ
を、引き続き操作する場合は

を選択します。
を選択すると電子マニフェストシステムを

終了します。

78ページ以降をご覧ください

※電子マニフェストシステムを終了する場合は
ログアウトを選択してから、インターネットを終了す
るようにしてください。

※「預託確認・引取報告」を行う

※「引渡報告」を行う

3）作業を終了する場合

OK キャンセル

OK

⇒ ボタンをクリックする
と、電子マニフェストシステムの「引取
工程メニュー（JPRS1000）」画面が
表示されます。

引取工程メニューへ

ログアウトした後に「預託確認・引取報告」を行う
場合は資金管理システムのログインから、「引渡
報告」を行う場合は電子マニフェストのログイン
から行ってください。

ステップ2ステップ1

ステップ3

63

５.  使用済自動車引取時の預託確認・預託申請および引取報告
（引取車両の検索）

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

「引取工程メニュー」については87ページを
ご覧ください
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64 第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

6.  引取車両検索一覧

6.  引取車両検索一覧

メニュー選択画面（23ページ）において1.5「引取
車両検索一覧」をクリックすると、「引取車両の検
索」→「装備情報の確認・変更」→「預託状況の表
示」を１画面で行う画面が表示されます。

１

2

車両一覧2

「預託状況の確認」、「車両装備の変更」、
「引取報告」等を行います。

68ページ以降をご覧ください

車両検索1

車検証等を参照しながら、車台番号等を入力して
引取車両を検索します。

61ページ以降をご覧ください

2
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65 第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

6.  引取車両検索一覧

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～２＞

１
2

3

3

ステップ2ステップ1

検索条件を選択します。
登録番号/車両番号で検索する場合は、

を選択します。
リサイクル券番号で検索する場合は、

を選択します。

のいずれかを選択します。
１

登録番号/車両番号で検索

2

リサイクル券番号で検索

車台番号の下4桁 職権打刻番号の全桁

ステップ3

検索条件および車台番号で選択した項目に従い、検索
対象入力が変わります。表示された項目に従い登録番号/車
両番号、リサイクル券番号、車両区分、車台番号の下4桁、
職権打刻番号を入力します。

・ 検索条件で を選択し、
車台番号で を選択した場合

登録番号/車両番号で検索
車台番号の下4桁

6.1 引取車両の検索
（Ⅰ）画面

・ 検索条件で を選択し、
車台番号で を選択した場合

登録番号/車両番号で検索

職権打刻番号の全桁
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66 第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
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3

6.  引取車両検索一覧

4

5

ステップ4

4 すべての項目を入力後、 ボタンをクリック
します。

検索

登録番号/車両番号およびリサイクル券番号が不明な
場合、 ボタンをクリックし、車台番
号のみで引取車両検索を行います。

5

車台番号のみの単一情報検索は38ページ以降をご覧く
ださい

単一情報検索

・ 検索条件で を選択し、
車台番号で を選択した場合

リサイクル券番号で検索
車台番号の下4桁

・ 検索条件で を選択し、
車台番号で を選択した場合

リサイクル券番号で検索
職権打刻番号の全桁
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東京 300あ1234     

ABC12-345678   ABC-9015     

1234-5678-9012 

67 第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

6.  引取車両検索一覧

※検索結果が引取車両と異なる場合、
を選択し、検索条件を再度入力します。

6.2 実車装備情報の入力
（Ⅰ）画面

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～２＞

車両情報が正しいことを
確認します

※
1
2

• 必ず実車確認を行って入力してください。
• 自動車メーカー・輸入業者の標準装備情報で、
エアバッグ類「有」とされている車両に
ついて、エアバッグ類装備を「無」と選択
した場合は、念のため右のような警告
メッセージが表示されます。

確認ポイント

2 確定

ステップ2ステップ1

実車で確認したフロン類（エアコン）とエアバッ
グ類装備の有無を選択します。

ボタンをクリックします。1

車両一覧は68ページ以降をご覧ください

※ 検索条件再入力

ステップ3

という確認メッセージが表示されますので、よろしけ
れば を選択します。OK

ボタンをクリックすると確定

装備情報が正しいことを確
認します
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68 第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
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3

6.  引取車両検索一覧

6.3 車両一覧

1 2

3

4 5 6

車両区分2

「登録」、「軽」のいずれかを表示します。

車台番号、登録番号/車両番号、
リサイクル券番号1

引取車両の「車台番号」、「登録番号/車両番
号」、「リサイクル券番号」を表示します。

預託状況3

引取車両の預託状況を表示します。

フロン、エアバック4

フロン類およびエアバック類の装備情報を表示
します。

5

預託申請を行った車両の口座引落予定日を表示
します。

（Ⅰ）画面

口座引落予定日 6

車両一覧に引取車両を保存した日を表示します。

保存日

70ページ以降をご覧ください

引取時 > 預託確認 > 引取車両検索一覧(KNHS0010)
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69 第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
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3

6.  引取車両検索一覧

7

預託/引取報告8

預託状況に従い「預託申請」、「引取報告」いず
れかのボタンを表示します。 (※)

7

預託状況に従い「払込依頼票」、「引取証明書
等」いずれかのボタンを表示します。 (※)

帳票出力

8

9

10

11

「預託状況の確認」、「車両装備の変更」、「引
取報告」等を行います。

9

「料金照会画面を表示します。

料金照会 10

車両一覧から車両を削除します。

11

装備変更

削除
※引取車両の預託状況に従い、各項目内の表示が変化
します

預託状況別の各表示は70ページ以降をご覧ください

引取時 > 預託確認 > 引取車両検索一覧(KNHS0010)
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電子マニフェストシステムの利用方法

3

6.  引取車両検索一覧

6.4 預託状況別、表示内容・操作の説明
（Ⅰ）預託済

1 2

3

4

5

預託済

1 帳票出力 2 引取報告

最終所有者に対し引取証明書を交付する場合、
ボタンをクリックすると、

引取証明書（PDFファイル）が表示されます。

引取証明書を表示するには、アドビ社のAdobe
Readerが必要です。

1 引取証明書等

Adobe Readerは、アドビ社のホームページ
(http://www.adobe.com/jp)よりダウンロード
(無料) してご利用ください。

引取証明書の発行は、54ページをご覧ください

引取報告を行う場合、 ボタンをクリッ
クし、電子マニフェストシステムへ移り、引取報告を
行います。

2 引取報告へ

3 料金照会 4 装備変更

ボタンをクリックすると、料金照会
の画面が表示されます。

自動車所有者からリサイク料金の確認を求められたと
きや、使用済自動車の引取りを求められた時、中古の
下取・買取等の商談時にリサイクル料金の照会を行い
ます。

3 料金照会 4 装備変更車両実車装備情報が違っていた場合、
ボタンをクリックし、装備情報の変更をします。

5 削除

車両一覧から車両を削除したい場合、
ボタンをクリックし、車両の変更をします。

5 削除

http://www.adobe.com/jp
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3

6.  引取車両検索一覧

（Ⅱ）未預託

2

3

4

5

未預託 1

1 口座引落予定日 2 預託申請

3 料金照会

ボタンをクリックすると、料金照会
の画面が表示されます。

自動車所有者からリサイク料金の確認を求められた時
や、使用済自動車の引取りを求められた時、中古の下
取・買取等の商談時にリサイクル料金の照会を行いま
す。

3 料金照会

5 削除

車両一覧から車両を削除したい場合、ボタンをクリッ
クし、車両の変更をします。

ボタンをクリックすると、預託申請
の画面が表示されます。

リサイクル料金の預託申請を行います。

2 預託申請預託申請を行った後に、リサイクル料金の金融口座引
落予定が表示されます。

4 装備変更

4 装備変更車両実車装備情報が違っていた場合、
ボタンをクリックし、装備情報の変更をします。
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3

6.  引取車両検索一覧

（Ⅱ）一部未預託

一部未預託

1 口座引落予定日 2 預託申請

3 料金照会

ボタンをクリックすると、料金照会
の画面が表示されます。

自動車所有者からリサイク料金の確認を求められた時
や、使用済自動車の引取りを求められた時、中古の下
取・買取等の商談時にリサイクル料金の照会を行いま
す。

3 料金照会

5 削除

車両一覧から車両を削除したい場合、ボタンをクリッ
クし、車両の変更をします。

ボタンをクリックすると、預託申請
の画面が表示されます。

リサイクル料金の預託申請を行います。

2 預託申請預託申請を行った後に、リサイクル料金の金融口座引
落予定が表示されます。

4 装備変更

4 装備変更車両実車装備情報が違っていた場合、
ボタンをクリックし、装備情報の変更をします。

2

3

4

5

1
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※支局名：ナンバープレートに表記される使用の本拠の
位置の運輸支局または検査登録事務所を表示する文字。

7.  支局名の登録

資金管理システム
ログイン

メニュー選択

支局名の選択

登録する
支局名の確認

もっともよく使う
支局名の指定

２.1 支局名の登録

支局名の登録完了

7.  支局名の登録

73

料金照会や預託申請の際に車両情報として入力する
支局名は、よく使う支局名を５つまで登録することが
できます。登録した支局名は、個別料金照会や預託
申請の際の車両検索画面でプルダウンで表示されます。

よく使う支局名の登録の画面の流れを下図に示します。

第 章 資金管理システムと使用済自動車引取時の
電子マニフェストシステムの利用方法

3

74ページ参照

75ページ参照

76ページ参照

76ページ参照
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もっともよく使う支局名の指定へ

メニュー選択画面（23ページ）において、
２.１「支局名の登録」をクリックすると、よく使う
支局名を選択する画面が表示されます。

（Ⅰ）画面

7.１ 支局名の選択

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～２＞

「未登録支局名」の中からよく使う支局名を選択し、
ボタンをクリックします。

５つまで登録できます。

登録が済みましたら ボタンをクリック
します。

ステップ2ステップ1

1 一覧に追加

２ 次へ

３ 一覧から削除

「よく使う支局名」に登録した支局名を選択し、
ボタンをクリックすると削除

できます。

74

1

２3
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第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

登録する支局名の確認へ

7.２ もっともよく使う支局名の指定

（Ⅰ）画面

（Ⅱ）操作説明 ＜ステップ1～２＞

ステップ1 ステップ2

もっともよく使う支局名を指定します。 ボタンをクリックします。２ 次へ1
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登録した５支局名から、もっともよく使う支局名を
指定します。

車両検索画面に最初に表示されるのは、ここで
もっともよく使う支局名に指定されたものになり
ます。
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第１章 第２章 第３章 第４章 第５章

選択・指定した内容を確認し登録します。

（Ⅰ）画面

7.３ 登録する支局名の確認

7.４ 支局名の登録完了

（Ⅱ）操作説明

ボタンをクリックします。

（Ⅰ）画面

支局名の登録が完了したことを表示する画面です。

1 登録

支局名の登録完了へ
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